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の研究開発の推進が求められて

いる。 

この趣旨を踏まえ、がんに関す

る研究成果等を安全かつ速やか

に臨床現場へ応用するために、

医薬品及び医療機器の治験（適

応拡大を含む）、特に高度に専門

的な知識や経験が要求される等

実施に困難を伴う治験、臨床研

究の実現を目指した研究を推進

する。 

の研究開発の推進が求められて

いる。 

この趣旨を踏まえ、循環器病に

関する研究成果等を安全かつ速

やかに臨床現場へ応用するため

に、医薬品及び医療機器の治験

（適応拡大を含む）、特に高度に

専門的な知識や経験が要求され

る等実施に困難を伴う治験・臨床

研究の実現を目指した研究を推

進する。 

の研究開発の推進が求められて

いる。 

この趣旨を踏まえ、精神・神経

疾患等に関する研究成果等を安

全かつ速やかに臨床現場へ応用

するために、医薬品及び医療機

器の治験（適応拡大を含む）、特

に高度に専門的な知識や経験が

要求される等実施に困難を伴う治

験・臨床研究の実現を目指した

研究を推進する。 

の研究開発の推進が求められて

いる。 

この趣旨を踏まえ、感染症その

他の疾患に関する研究成果等を

安全かつ速やかに臨床現場へ応

用するために、医薬品及び医療

機器の治験（適応拡大を含む）、

特に高度に専門的な知識や経験

が要求される等実施に困難を伴う

治験・臨床研究の実現を目指し

た研究を推進する。 

 

の研究開発の推進が求められて

いる。 

この趣旨を踏まえ、成育疾患に

関する研究成果等を安全かつ速

やかに臨床現場へ応用するため

に、医薬品及び医療機器の治験

（適応拡大を含む）、特に高度に

専門的な知識や経験が要求され

る等実施に困難を伴う治験・臨床

研究の実現を目指した研究を推

進する。 

この趣旨を踏まえ、加齢に伴う

疾患に関する研究成果等を安全

かつ速やかに臨床現場へ応用す

るために、医薬品及び医療機器

の治験（適応拡大を含む）、特に

高度に専門的な知識や経験が要

求される等実施に困難を伴う治

験・臨床研究の実現を目指した

研究を推進する。 

 

また、海外では有効性と安全

性が検証されているが、国内では

未承認の医薬品、医療機器につ

いて、治験等臨床研究を推進す

る。 

これらにより平成 21 年度に比

し、中期目標の期間中に、臨床

研究実施件数（倫理委員会にて

承認された研究をいう。）及び治

験（製造販売後臨床試験も含

む。）の実施件数の合計数の 5％

以上の増加を図ること。 

 

また、海外では有効性と安全

性が検証されているが、国内では

未承認の医薬品、医療機器につ

いて、治験等臨床研究を推進す

る。 

これらにより平成 21 年度に比

し、中期目標の期間中に、臨床

研究実施件数（倫理委員会にて

承認された研究をいう。）及び治

験（製造販売後臨床試験も含

む。）の実施件数の合計数の 5％

以上の増加を図ること。 

 

また、海外では有効性と安全

性が検証されているが、国内では

未承認の医薬品、医療機器につ

いて、治験等臨床研究を推進す

る。 

これらにより平成 21 年度に比

し、中期目標の期間中に、臨床

研究実施件数（倫理委員会にて

承認された研究をいう。）及び治

験（製造販売後臨床試験も含

む。）の実施件数の合計数の 5％

以上の増加を図ること。 

 

また、海外では有効性と安全

性が検証されているが、国内では

未承認の医薬品、医療機器につ

いて、治験等臨床研究を推進す

る。 

これらにより平成 21 年度に比

し、中期目標の期間中に、臨床

研究実施件数（倫理委員会にて

承認された研究をいう。）及び治

験（製造販売後臨床試験も含

む 。 ） の 実 施 件 数 の 合 計 数 の

10％以上の増加を図ること。 

 

また、海外では有効性と安全

性が検証されているが、国内では

未承認の医薬品、医療機器につ

いて、治験等臨床研究を推進す

る。 

これらにより平成 21 年度に比

し、中期目標の期間中に、臨床

研究実施件数（倫理委員会にて

承認された研究をいう。）及び治

験（製造販売後臨床試験も含

む。）の実施件数の合計数の 5％

以上の増加を図ること。 

 

また、海外では有効性と安全

性が検証されているが、国内では

未承認の医薬品、医療機器につ

いて、治験等臨床研究を推進す

る。 

これらにより平成 21 年度に比

し、中期目標の期間中に、臨床

研究実施件数（倫理委員会にて

承認された研究をいう。）及び治

験（製造販売後臨床試験も含

む 。 ） の 実 施 件 数 の 合 計 数 の

10％以上の増加を図ること。 

 

（２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究 

① 医療の均てん化手法の開発の

推進 

① 医療の均てん化手法の開発の

推進 

① 医療の均てん化手法の開発の

推進 

① 医療の均てん化手法の開発の

推進 

① 医療の均てん化手法の開発の

推進 

① 医療の均てん化手法の開発の

推進 

関係学会等との連携を図り、診

断・治療ガイドライン等の作成及

び普及に寄与する研究を推進す

る。 

関係学会等との連携を図り、診

断・治療ガイドライン等の作成及

び普及に寄与する研究を推進す

る。 

関係学会等との連携を図り、診

断・治療ガイドライン等の作成及

び普及に寄与する研究を推進す

る。 

関係学会等との連携を図り、診

断・治療ガイドライン等の作成及

び普及に寄与する研究を推進す

る。 

関係学会等との連携を図り、診

断・治療ガイドライン等の作成及

び普及に寄与する研究を推進す

る。 

関係学会等との連携を図り、診

断・治療ガイドライン等の作成及

び普及に寄与する研究を推進す

る。 

がんに対する医療を担う高度

かつ専門的な技術を持つ人材育

成を図るため、系統だった教育・

研修方法の開発を推進する。 

 

循環器病に対する医療を担う

高度かつ専門的な技術を持つ人

材育成を図るため、系統だった教

育・研修方法の開発を推進する。 

精神・神経疾患等に対する医

療を担う高度かつ専門的な技術

を持つ人材育成を図るため、系

統だった教育・研修方法の開発

を推進する。 

 

感染症その他の疾患に対する

医療を担う高度かつ専門的な技

術を持つ人材育成を図るため、

系統だった教育・研修方法の開

発を推進する。 

成育医療を担う高度かつ専門

的な技術を持つ人材育成を図る

ため、系統だった教育・研修方法

の開発を推進する。 

長寿医療を担う高度かつ専門

的な技術を持つ人材育成を図る

ため、系統だった教育・研修方法

の開発を推進する。 

② 情報発信手法の開発 ② 情報発信手法の開発 ② 情報発信手法の開発 ② 情報発信手法の開発 ② 情報発信手法の開発 ② 情報発信手法の開発 
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がんに対する正しい理解の促

進のため、医療従事者及び患

者・国民への啓発手法の研究を

推進する。 

循環器病に対する正しい理解

の促進のため、医療従事者及び

患者・国民への啓発手法の研究

を推進する。 

精神・神経疾患等に対する正

しい理解の促進のため、医療従

事者及び患者・国民への啓発手

法の研究を推進する。 

感染症その他の疾患に対する

正しい理解の促進のため、医療

従事者及び患者・国民への啓発

手法の研究を推進する。 

成育医療に関する正しい理解

の促進のため、医療従事者及び

患者・国民への啓発手法の研究

を推進する。 

長寿医療に対する正しい理解

の促進のため、医療従事者及び

患者・国民への啓発手法の研究

を推進する。 

      

   （３）国際保健医療協力   

   国際保健医療協力を推進する

ため、関係機関と連携し、以下の

研究を推進する。 

  

   ① 国際医療協力の効果的な推進

に必要な研究 

  

   世界的な健康格差の是正に向

け、国際保健医療協力を効果的

に行うために必要な研究を推進

する。 

 

  

   ② 国際保健のネットワークの強化

に必要な研究 

  

   国内外の関係機関等との情報

共有及び共同事業の実施等諸協

力を推進するため、国際保健分

野のネットワーク強化に必要な研

究を実施する。 

 

  


